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◆「割安な掛金」と「充実の保障内容」が特長です～生命共済制度～ 

事業主・役員および従業員の皆様の死亡、高度障害での保障のほか、 

不慮の事故を原因とした場合の障害や入院なども保障され、死亡退職金や 

弔慰金支給としても活用できます。 

加入資格は、会員事業所の役員・従業員で 14歳 6ヶ月超 65歳 6ヶ月 

以下の方です。更新される場合に限り 70歳 6ヶ月までご継続できます。 

もしものリスクに備え、福利厚生の充実をお考えの方は、ご加入されませんか。 

【特長】１．掛金が割安、２．業務上、業務外を問わず２４時間保障、 

    ３．法人の場合、役員、従業員への掛金は全額損金に算入可。 

      個人事業主の場合、従業員への掛金は全額必要経費に算入可。 

    ４．健康診断割引券の発行、５．収益計算後の剰余金は配当金としてお支払い 

◆事業変革に挑む取組みを支援～佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金～ 

新型コロナや物価高騰により売上や収益に影響を受けている中小企業者(※)が、新たな

発想で事業の変革に挑むチャレンジを支援する補助金です。 

当所で事業計画書策定支援を行っていますので、ご相談ください。 

※対象となる事業者については、佐賀県産業イノベーションセンターのＨＰにてご確認ください。 

【補助対象】①新商品(新サービス)の開発又は提供 

      ②販路の開拓・売上向上 

      ③デジタル化による生産性の向上 

      ④複数の中小企業者による新たなビジネスの創生 

      ⑤事業再構築(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編等) 

      ⑥ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)への取組 

【補助率・補助額】率：３分の２以内 額：下限５０万円～上限２００万円以内 

【申請締切】５月１９日(金) 

◆経営課題に、的確にアドバイス３回まで無料！～専門家派遣事業～ 

経営課題に対し、専門家による的確な指導やアドバイスが受けられる「専門家派遣事業」

をご活用ください。主に小規模事業者を対象に、3回まで無料で指導が受けられます。 

是非、ご活用ください。活用された事業所様の声を以下にご紹介します。 

ＳＮＳ：各種ＳＮＳの特性を理解できました。グーグルマイビジネスを活用し、お客様が求

める情報を投稿し、販路拡大に取り組んでいます。 

Ｅ Ｃ：ネットショップ展開に向け、簡易にＥＣストアを構築できるプラットフォームＢＡ

ＳＥ(ベイス)の登録と設定方法を学びました。 

商談会：商談会出展に向け、事前準備からアフターフォローまでの流れをアドバイス頂き

ました。バイヤーの立場になり、商品ＰＲをすることの重要性が分かりました。 

 

作成者：中小企業相談所 大久保 


